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町からのお知らせ

形
を
変
え
る
こ
と
な
く
日
本
一
古

い
町
と
し
て
、
節
目
の
年
を
迎
え

ら
れ
た
と
い
う
の
は
大
変
貴
重
な

こ
と
で
す
。　

　
現
在
、
生
産
年
齢
人
口
の
減
少

や
物
価
高
騰
な
ど
、
町
を
取
り
巻

く
環
境
は
一
層
厳
し
さ
を
増
し
て

い
ま
す
。
徹
底
し
た
行
財
政
改
革

に
よ
り
、
業
務
の
見
直
し
、
効
率

化
を
図
る
と
と
も
に
、
真
に
必
要

な
事
業
に
財
源
を
集
中
さ
せ
、
多

様
化
、
高
度
化
す
る
行
政
課
題
に

的
確
に
対
応
し
な
が
ら
、
引
き
続

き
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
〇
妊
婦
の
支
援
給
付
金

　
安
心
し
て
妊
娠
・
出
産
・
子
育

て
が
で
き
る
よ
う
妊
婦
に
支
援
給

付
金
を
支
給
す
る
ほ
か
、
令
和
７

年
度
か
ら
新
た
に
産
後
健
診
と
１

カ
月
児
健
診
に
か
か
る
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

〇
補
聴
器
購
入
助
成
事
業

　
高
齢
者
の
外
出
と
地
域
で
の
交

流
支
援
の
た
め
、
聴
力
低
下
に
よ

り
日
常
生
活
に
支
障
の
あ
る
在
宅

高
齢
者
に
対
し
、
補
聴
器
購
入
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　

　
３
月
４
日
、
令
和
７
年
第
２
回

町
議
会
定
例
会
が
開
会
し
、
議
会

初
日
に
町
長
が
令
和
７
年
度
の
町

政
運
営
の
基
本
姿
勢
を
示
す
施
政

方
針
演
説
を
行
い
ま
し
た
。

　
昨
年
を
振
り
返
る
と
、
節
目
と

な
る
町
制
施
行
１
３
５
周
年
を
迎

え
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
６

月
の
記
念
式
典
や
11
月
の
記
念
事

業
「
酒
々
井
町
ふ
る
さ
と
ま
つ
り

・
酒
々
井
千
葉
氏
ま
つ
り
」
な
ど
、

節
目
の
年
に
ふ
さ
わ
し
い
有
意
義

な
１
年
に
な
っ
た
と
感
じ
て
い
ま

す
。
国
内
や
世
界
の
歴
史
を
見
る

と
、
い
つ
の
時
代
も
目
ま
ぐ
る
し

く
変
化
を
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
、
明
治
22
年
の
誕
生
以
来
、

ま
ち
づ
く
り
の
目
標

令
和
７
年
度
の
主
要
施
策

〇
学
校
給
食
事
務
の
委
託

　
町
給
食
セ
ン
タ
ー
施
設
の
老
朽

化
に
伴
い
、
今
後
の
児
童
生
徒
減

少
へ
の
効
果
的
な
対
応
と
、
将
来

の
安
定
し
た
給
食
の
提
供
お
よ
び

財
政
的
な
合
理
性
を
見
込
ん
で
、

学
校
給
食
事
務
を
９
月
か
ら
富
里

市
に
委
託
し
ま
す
。

〇
学
校
給
食
費
の
支
援

　
子
育
て
世
帯
の
負
担
軽
減
の
一

環
と
し
て
、
給
食
食
材
費
の
一
部

を
町
が
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
、

給
食
費
の
値
上
げ
を
抑
制
す
る
ほ

か
、
部
活
動
や
進
学
な
ど
で
よ
り

負
担
の
大
き
い
中
学
生
の
給
食
費

を
半
額
支
援
し
ま
す
。

　
〇
消
防
団
の
技
能
向
上
訓
練

　
地
域
の
災
害
活
動
で
重
要
な
役

割
を
担
う
消
防
団
に
対
し
、
今
後

想
定
さ
れ
る
大
規
模
地
震
災
害
な

ど
に
備
え
る
た
め
、
技
能
向
上
に

つ
な
が
る
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

〇
防
犯
・
交
通
出
前
講
座

　
自
治
会
な
ど
を
対
象
に
「
防
犯

・
交
通
出
前
講
座
」
を
実
施
し
、

地
域
防
犯
力
の
向
上
と
女
性
や
お

子
さ
ん
を
は
じ
め
住
民
が
安
全
安

心
に
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
を
推

進
し
ま
す
。

　

〇
馬
橋
川
沿
岸
盛
土
緊
急
対
策

　
環
境
保
全
対
策
と
し
て
、
馬
橋

川
沿
岸
の
盛
土
に
つ
い
て
、
崩
落

に
よ
り
開
渠
部
分
に
お
け
る
河
川

の
流
水
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
、
土
砂
の
撤
去
な
ど

の
対
策
工
事
を
実
施
し
ま
す
。

〇
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
推
進

　
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
、
２

０
５
０
年
二
酸
化
炭
素
排
出
量
実

質
ゼ
ロ
を
目
指
す
「
ゼ
ロ
カ
ー
ボ

ン
シ
テ
ィ
」
を
推
進
す
る
た
め
、

一
般
家
庭
向
け
に
住
宅
用
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
、
家
庭
用
燃
料
電

池
シ
ス
テ
ム
、
定
置
用
リ
チ
ウ
ム

イ
オ
ン
蓄
電
池
シ
ス
テ
ム
の
設
置

補
助
金
、
窓
の
断
熱
改
修
補
助
金

な
ど
を
交
付
し
ま
す
。

　
〇
公
園
施
設
長
寿
命
化
計
画
策
定

　
町
民
の
憩
い
の
場
と
な
る
都
市

公
園
の
計
画
的
な
改
修
・
更
新
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
国
の

交
付
金
を
有
効
に
活
用
し
な
が
ら

公
園
施
設
長
寿
命
化
計
画
策
定
調

査
を
実
施
し
、
公
園
の
適
正
な
維

持
管
理
に
努
め
ま
す
。

〇
中
川
流
域
治
水
対
策

　
上
流
部
へ
の
調
節
池
の
設
置
が

治
水
対
策
の
最
善
の
方
策
と
考
え

こ
れ
ま
で
事
業
を
進
め
て
き
ま
し

た
が
、
用
地
の
取
得
が
完
了
し
た

実
施
可
能
な
箇
所
か
ら
工
事
に
着

手
し
て
い
き
ま
す
。

　
〇
危
険
木
伐
採
補
助
事
業

　
森
林
整
備
な
ど
に
必
要
な
財
源

と
し
て
国
よ
り
町
に
譲
与
さ
れ
る

森
林
環
境
譲
与
税
を
活
用
し
て
、

町
内
の
森
林
で
倒
木
被
害
の
お
そ

れ
の
あ
る
危
険
木
の
伐
採
な
ど
を

行
う
方
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　
〇
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進

　
オ
ン
ラ
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
サ
ー
ビ

ス
を
活
用
し
て
電
子
申
請
に
対
応

し
た
業
務
を
拡
充
し
、
来
庁
し
な

く
て
も
で
き
る
手
続
き
を
充
実
さ

せ
、
Ｉ
Ｔ
の
利
活
用
に
よ
る
住
民

の
利
便
性
向
上
を
図
り
ま
す
。

〇
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
方
式
導
入

　
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
業
務

の
効
率
化
、
さ
ら
に
は
将
来
的
な

通
信
費
の
削
減
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
役
場
庁
舎
へ
の
電
話

を
直
接
担
当
課
へ
つ
な
げ
る
ダ
イ

ヤ
ル
イ
ン
方
式
を
導
入
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
総
務
課
政
策
秘
書

室
☎

２
０
４

 

❶ 

健
康
・
福
祉
・
子
育
て

 

❷ 

教
育
・
文
化

 

❸ 

生
活
安
全

 

❹ 

環
境
共
生

 

❻ 

産
業
・
経
済

 

❼ 

地
域
生
活
・
行
財
政

 

❺ 

都
市
基
盤

令和７年 令和７年 
町長施政方針町長施政方針
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健康
福祉

国
民
年
金
の
保
険
料

納
付
が
困
難
な
学
生

の
方
は
学
生
納
付
特

例
制
度
の
申
請
を

町
ス
ポ
ー
ツ
特
別

表
彰
の
贈
呈

安全安心な
給食の提供を
継続します！

　
国
民
健
康
保
険（
以
下「
国
保
」）

は
、職
場
の
健
康
保
険
な
ど
と
違

い
、
加
入
す
る
と
き
も
離
脱
す
る

と
き
も
届
け
出
が
必
要
で
す
。
異

動
が
あ
っ
た
ら
14
日
以
内
に
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、

〈
表
〉
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と

　

国
保
加
入
の
届
け
出
を
し
た
日

か
ら
で
は
な
く
、加
入
資
格
を
取
得

し
た
月
の
分
か
ら
保
険
税
を
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。届
け
出
が
遅

れ
た
場
合
は
、さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険

税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

離
脱
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と

　
国
保
の
資
格
が
無
く
な
っ
た
あ

と
、
国
保
の
保
険
証
ま
た
は
資
格

確
認
書
な
ど
を
使
っ
て
診
療
を
受

け
て
し
ま
う
と
、
国
保
が
負
担
し

た
医
療
費
を
町
へ
返
納
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
職
場
で
国
保
を
抜
け
る

手
続
き
は
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
国

保
資
格
喪
失
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。

問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉
課
国
保

年
金
班
☎

１
２
４

宝
く
じ
助
成
金
で

集
会
所
備
品
を
購
入

下
宿
ベ
ー
ス
を

使
って
み
ま
せ
ん
か

①
富
里
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の

共
同
利
用
開
始

　
昭
和
58
年
の
建
設
以
来
42
年
が

経
過
す
る
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
は
、

老
朽
化
が
進
み
、
衛
生
面
や
安
全

面
の
観
点
か
ら
、
１
学
期
を
も
っ

て
使
用
を
終
了
し
ま
す
。

　
町
の
学
校
給
食
は
、
９
月
１
日

か
ら
富
里
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

の
共
同
利
用
に
よ
り
、
調
理
・
配

送
・
配
膳
を
し
て
い
き
ま
す
。
引

き
続
き
児
童
生
徒
の
皆
さ
ん
に
安

全
安
心
な
給
食
を
継
続
し
て
提
供

で
き
る
よ
う
努
め
ま
す
の
で
、
ご

理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

②
中
学
生
の
給
食
費
を
半
額

　
物
価
高
騰
が
続
く
中
、
部
活
動

の
取
組
み
や
進
学
な
ど
を
控
え
、

特
に
負
担
の
大
き
い
中
学
生
の
い

る
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、
給
食

費
を
半
額
無
償
化
し
ま
す
。

　
な
お
、
必
要
な
費
用
は
、
全
額

国
庫
交
付
金（
物
価
高
騰
交
付
金
）

を
充
当
し
ま
す
。

③
給
食
費
の
値
上
げ
を
抑
制

　
物
価
高
騰
に
よ
る
食
材
費
の
値

上
げ
が
続
き
、
既
定
の
給
食
費
で

は
不
足
が
生
じ
る
見
込
み
と
な
り

ま
し
た
が
、
当
初
予
算
に
高
騰
分

を
上
乗
せ
計
上
す
る
こ
と
で
、
給

学校
教育

健康
福祉

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
３
つ
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
の
異
動
の
届
け
出
は
14
日
以
内

食
費
の
値
上
げ
を
抑
制
し
ま
す
。

　
な
お
、
必
要
な
費
用
は
、
全
額

国
庫
交
付
金（
物
価
高
騰
交
付
金
）

を
充
当
し
ま
す
。

　
児
童
生
徒
の
心
身
の
成
長
に
必

要
な
栄
養
素
の
確
保
、
ま
た
、
食

育
の
観
点
か
ら
地
元
産
食
材
を
多

く
活
用
し
て
い
く
必
要
性
を
考
慮

し
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
安
全
安

心
な
食
材
を
使
用
し
、
充
実
し
た

給
食
を
提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
☎
（
４
９
６
）
１
１
５
１

　
大
学
や
各
種
専
修
学
校
な
ど
に

通
う
学
生
は
、
本
人
の
前
年
の
所

得
が
一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
、
家

族
の
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
、
在
学

中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。

対　

象　
大
学
（
大
学
院
）
、
短

期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門

学
校
、専
修
学
校
な
ど
の
学
生（
夜

間
・
定
時
制
課
程
や
通
信
課
程
含

む
）

申
請
方
法　
年
金
手
帳
ま
た
は
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
、
令
和
７
年

度
有
効
な
学
生
証
ま
た
は
在
学
証

明
書
を
ご
持
参
の
う
え
、
健
康
福

祉
課
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

※
申
請
は
、
毎
年
度
必
要
で
す
。

※
令
和
６
年
度
に
学
生
納
付
特
例

の
承
認
を
受
け
て
い
て
、
一
定
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
に
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
申
請
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉

課
国
保
年
金
班
☎

１
２
４

＜表＞国保の届け出
こんなとき 届け出に必要なもの

国   
保
に
加
入

転入してきたとき 転入前の市区町村の転出証明書
職場の健康保険を抜けた
とき

職場の健康保険を抜けた証明書、
資格の喪失日が分かる書類

お子さんが生まれたとき 母子健康手帳

国
保
を
離
脱

転出するとき 保険証または資格確認書など
職場の健康保険に加入し
たとき

国保と職場の両方の保険証
または資格確認書など

死亡したとき
保険証または資格確認書な
ど、喪主の口座番号（葬祭
費支給先）、会葬礼状

そ
の
他

住所、世帯主、氏名など
が変わったとき

保険証または資格確認書な
ど

修学のため、別に住所を
定めるとき

保険証または資格確認書な
ど、学生証

保険証、資格確認書などの
紛失、盗難、破損したとき

汚損の場合は保険証または
資格確認書など

共通の持ち物　①公的機関発行の顔写真付き本人確認書
類（マイナンバーカード、運転免許証など）②世帯主お
よび対象者のマイナンバー（個人番号）の分かるもの

提供している給食
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町からのお知らせ

家
族
介
護
慰
労
金

支
給
事
業

健康
福祉

　
在
宅
で
、
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
て
い
な
い
（
福
祉
用
具

貸
与
、
特
定
福
祉
用
具
購
入
、
住

宅
改
修
を
除
く
）
方
を
介
護
す
る

家
族
に
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
額　
年
間
10
万
円

対　

象　
次
の
①
～
③
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方

①
要
介
護
３
以
上
の
方
と
同
居
し

て
い
る
方
（
要
介
護
２
で
認
知
症

高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
支
援
度

が
Ⅱ
以
上
の
方
も
含
む
）

②
過
去
１
年
間
、
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
（
年
間
10
日
以
内
の
短
期
入

所
は
利
用
可
）
を
利
用
し
な
か
っ

た
方

③
医
療
機
関
に
通
算
90
日
間
を
超

え
る
入
院
を
し
て
い
な
い
方

問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉
課
介
護

保
険
班
☎

１
３
１

　
介
護
職
員
初
任
者
研
修
を
終
了

し
、
町
内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
に
３
カ
月
以
上
就
業
し
て
い
る

方
に
、
受
講
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
額　
受
講
費
用
の
半
額
（
上

限
５
万
円
）

問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉
課
介
護

保
険
班
☎

１
３
１

介
護
職
員
初
任
者
研
修

の
受
講
費
用
を
助
成

健康
福祉

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧

　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
は
、

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
に

よ
り
、
自
己
の
資
産
と
町
内
の
他

の
資
産
の
評
価
を
比
較
で
き
ま
す
。

期　

間　
４
月
30
日
㈬
ま
で

手
数
料　
無
料

申
請
に
必
要
な
も
の　
本
人
確
認

書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

運
転
免
許
証
な
ど
）
、
委
任
状

（
本
人
、
同
一
世
帯
以
外
の
方
や

法
人
の
場
合
）

税務
住民

固
定
資
産
の
縦
覧・閲
覧固

定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
ま

た
は
借
地
・
借
家
人
な
ど
の
資
産

の
使
用
者
は
、
関
係
す
る
部
分
に

つ
い
て
、
固
定
資
産
課
税
台
帳

（
名
寄
帳
）
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

期　

間　
４
月
１
日
㈫
～
随
時

手
数
料　
一
名
義
３
０
０
円

※
縦
覧
期
間
中
（
４
月
１
日
㈫
～

30
日
㈬
）
に
納
税
義
務
者
が
閲
覧

す
る
場
合
は
無
料
で
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の　
本
人
確
認

書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

運
転
免
許
証
な
ど
）
、
委
任
状

（
本
人
、
同
一
世
帯
以
外
の
方
や

法
人
の
場
合
）
、
賃
貸
借
契
約
書

（
借
地
人
や
借
家
人
が
閲
覧
す
る

場
合
）

縦
覧
・
閲
覧
場
所　
税
務
住
民
課

税
の
窓
口

※
土
日
祝
日
（
日
曜
開
庁
を
除

く
）
は
縦
覧
・
閲
覧
で
き
ま
せ
ん
。

令
和
７
年
度
納
税
通
知
書
の
発
送

　
４
月
10
日
㈭
に
納
税
通
知
書
を

発
送
し
ま
す
。
４
月
中
旬
ご
ろ
ま

で
に
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
税
務
住
民
課
資
産

税
班
☎

１
１
４
・
１
１
５

税務
住民

　国民健康保険（以下「国保」）事業の１人当たり
の医療費は、医療の高度化や高齢化の進展などによ
って増加傾向にあります。さらに、後期高齢者の増
加により１人当たりの後期高齢者支援金が増えるな
ど、県へ納付する納付金は上昇傾向にあり、国保財
政は厳しい状況となっています。
　国保税率は平成18年に改正して以降、繰越金や
国民健康保険財政調整基金を活用することで令和６
年度まで据え置いてきました。令和７年度も据え置
いた場合、基金を取り崩しても財源が不足し、財政
が赤字となる状況です。
　そこで、町国民健康保険運営審議会で国保税率の
改正について４回にわたり、慎重な審議が行われ、
令和７年度の国保税率については<表>のとおり
千葉県の示す標準税率で改正することが適当である
旨の結論が出され、協議会会長からの答申を受け、
３月議会で承認されました。
　また、国保税の年間上限額を定める課税限度額に
ついて、国の政令改正に基づいて１０４万円から
１０６万円に引き上げることに決定しました。
　国保加入者の皆さんには、今後の安定した国保運
営のため、ご理解をお願いします。
問い合わせ　税務住民課住民税班☎ １１１～１１３

国民健康保険税の税率・課税限
度額の改正

＜表＞限度額改正

項　目 改正前 改正後

医
療
分

所得割 5.6% 7.48%

均等割 23,000円 28,100円

平等割 31,200円 29,700円

課税限度額 650,000円 650,000円

後
期
高
齢
者

支
援
金
分

所得割 2.7％ 2.69％

均等割 6,400円 16,300円

課税限度額 220,000円 240,000円

介
護
分

所得割 1.4％ 2.14％

均等割 13,000円 16,200円

課税限度額 170,000円 170,000円

合
　
計

所得割 9.7％ 12.31％

均等割 42,400円 60,600円

平等割 31,200円 29,700円

課税限度額 1,040,000円 1,060,000円
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本ページに関する
申請・問い合わせ
健康福祉課福祉班
☎ １３５・１３
８

　
ひ
と
り
親
家
庭
や
、
親
と
一
緒

に
生
活
し
て
い
な
い
子
ど
も
を
養

育
す
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自

立
を
助
け
、
子
ど
も
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
た
め
の
手
当
で
す
。

手
当
額 

〈
表
１
〉
の
と
お
り

支
給
月　
原
則
５
月
、
７
月
、
９

月
、
11
月
、
１
月
、
３
月

対　

象　
次
の
①
～
⑦
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
、
18
歳
に
達
す
る
日

以
後
最
初
の
３
月
31
日
（
一
定
の

＜表１＞手当額
人数 区分 令和７年度（月額）

１人
全部支給 46,690 円
一部支給 所得に応じて 46,680 円～ 11,010 円

２人
以上

全部支給 11,030 円を加算
一部支給 所得に応じて 11,020 円～ 5,520 円を加算

※４月からの手当額は、2.7％引き上げとなります。（2024 年全
国消費者物価指数の対前年比による）
※この手当には、所得制限があります。

　
在
宅
で
、
精
神
ま
た
は
重
度
の

障
が
い
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活

で
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す

る
20
歳
以
上
の
方
に
〈
表
２
〉
の

と
お
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
３
カ
月
以
上
の
入
院
や
施
設
に

入
所
し
て
い
る
場
合
は
対
象
外
で

す
。

　
在
宅
で
、
精
神
ま
た
は
重
度
の

障
が
い
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活

で
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す

る
20
歳
未
満
の
子
ど
も
に
〈
表
２
〉

の
と
お
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合
は

対
象
外
で
す
。
な
お
、
入
院
は
対

象
で
す
。

　
在
宅
で
、
常
時
介
護
を
必
要
と

し
６
カ
月
以
上
寝
た
き
り
の
20
歳

以
上
65
歳
未
満
の
身
体
障
害
者
手

帳
を
お
持
ち
の
方
や
、
20
歳
以
上

で
療
育
手
帳
Ａ
の
２
以
上
の
判
定

を
受
け
た
方
に
支
給
さ
れ
る
手
当

で
す
。

※
特
別
障
害
者
手
当
お
よ
び
障
害

児
福
祉
手
当
受
給
者
は
対
象
外
で

す
。

手
当
額　
月
額
８
，
６
５
０
円

支
給
月　
３
月
、
６
月
、
９
月
、

12
月
に
３
カ
月
分
ま
と
め
て
支
給

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

＜表２＞手当額と支給月
令和７年度（月額） 支給月

特別児童扶養手当
1級56,800円 原則４月・８月・11月

※支給時に４カ月分支給2級37,830円
特別障害者手当 29,590円 原則２月・５月・８月・11月

※支給時に３カ月分支給障害児福祉手当 16,100円
※４月からの手当額は、2.7％引き上げとなります。

（2024 年全国消費者物価指数の対前年比による）
※これらの手当には所得制限があります。

　
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の

３
月
31
日
（
一
定
の
障
が
い
の
あ

る
方
は
20
歳
の
誕
生
日
の
前
日
）

ま
で
の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る

父
ま
た
は
母
、
も
し
く
は
父
母
に

代
わ
っ
て
子
ど
も
を
養
育
し
て
い

る
方
お
よ
び
そ
の
子
ど
も
（
子
ど

も
医
療
費
助
成
対
象
者
を
除
く
）

が
保
険
医
療
給
付
を
受
け
た
場
合
、

医
療
費
の
自
己
負
担
額
の
一
部
ま

た
は
全
額
を
助
成
し
ま
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　
県
が
発
行
し
て
い
る
有
効
期
限

内
の
指
定
難
病
受
給
者
証
お
よ
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
に
支
給
さ
れ
る
見
舞

金
で
す
。

見
舞
金
額　
月
額
３
，
０
０
０
円

支
給
月　
10
月
、
４
月
に
６
カ
月

分
（
新
規
申
請
の
方
は
申
請
月
か

ら
）
ま
と
め
て
支
給

ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
等
助
成

健康
福祉

ね
た
き
り
身
体
障
害

者
お
よ
び
重
度
知
的

障
害
者
福
祉
手
当

健康
福祉

指
定
難
病
見
舞
金

障
が
い
の
あ
る
方
は
20
歳
の
誕
生

日
が
属
す
る
月
）
ま
で
の
子
ど
も

を
養
育
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、

も
し
く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
子
ど

も
を
養
育
し
て
い
る
方

①
父
母
が
離
婚
（
ま
た
は
事
実
婚

解
消
）
し
た
子
ど
も

②
婚
姻
（
事
実
婚
を
含
む
）
に
よ

ら
な
い
で
生
ま
れ
た
子
ど
も

③
父
ま
た
は
母
が
死
亡
、
も
し
く

は
海
難
・
航
空
事
故
な
ど
で
生
死

不
明
の
子
ど
も

④
父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
が
い

が
あ
る
子
ど
も

⑤
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
子
ど
も

⑥
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い

る
子
ど
も

⑦
父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
１
年

以
上
遺
棄
し
て
い
る
子
ど
も

　
在
宅
で
、
精
神
ま
た
は
身
体
に

一
定
の
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満

の
子
ど
も
を
監
護
し
て
い
る
父
母

ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
子
ど
も

を
養
育
し
て
い
る
方
に
〈
表
２
〉

の
と
お
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

特
別
障
害
者
手
当

指
定
難
病
見
舞
金

障
害
児
福
祉
手
当

児
童
扶
養
手
当

健康
福祉

健康
福祉

健康
福祉

健康
福祉

健康
福祉
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＜表２＞町助成上限額

★印は脳ドック実施医療機関（脳ドック単独不可）

※特定健診との重複受診はできません。

人
間
ド
ッ
ク
費
用

の
助
成

危
険
木
伐
採
等

費
用
の
助
成

健康
福祉

経済
環境

　
病
気
の
早
期
発
見
と
早
期
治
療

を
目
的
に
、
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

契
約
医
療
機
関
〈
表
１
〉
の
と
お

り対　

象　
35
歳
以
上
で
国
民
健
康

保
険
に
６
カ
月
以
上
継
続
し
て
加

入
さ
れ
て
い
る
方
お
よ
び
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
で
、
保
険
税
（
料
）
の
未
納
が

な
い
方

助
成
額　
検
診
費
用
の
７
割

※
〈
表
２
〉
の
と
お
り
上
限
額
が

あ
り
ま
す
。
令
和
７
年
度
か
ら
上

　
倒
木
に
よ
る
被
害
か
ら
人
命
お

よ
び
財
産
を
保
護
す
る
こ
と
な
ど

を
目
的
に
、
危
険
木
の
伐
採
な
ど

に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
予
算
の

範
囲
内
で
助
成
し
ま
す
。

助
成
額　
伐
採
な
ど
に
要
す
る
費

用
の
２
分
の
１
以
内
（
上
限
20
万

円
、
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

対　

象　
次
の
①
～
⑤
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方

①
危
険
木
を
所
有
す
る
方
ま
た
は

危
険
木
を
所
有
す
る
方
か
ら
伐
採

な
ど
の
承
諾
を
得
て
い
る
方

②
他
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
方

③
伐
採
お
よ
び
伐
採
後
の
造
林
の

届
出
書
を
提
出
し
て
い
る
方

④
町
税
な
ど
の
滞
納
を
し
て
い
な

い
方

⑤
暴
力
団
員
な
ど
で
な
い
方

対
象
経
費　
危
険
木
の
伐
採
な
ど

を
専
門
的
知
識
を
有
す
る
事
業
者

に
委
託
し
、
負
担
し
た
費
用
（
伐

採
し
た
木
を
売
却
す
る
場
合
は
、

売
却
金
額
を
控
除
し
た
額
）

補
助
対
象
と
な
る
危
険
木　
町
内

に
お
け
る
森
林
法
第
５
条
に
規
定

す
る
地
域
森
林
計
画
の
対
象
森
林

内
に
あ
る
胸
高
の
直
径
20
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
か
つ
樹
高
５
メ
ー

限
額
が
変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
。

利
用
方
法　
次
の
①
～
③
の
手
順

で
受
診
で
き
ま
す
。

①
契
約
医
療
機
関
〈
表
１
〉
に
直

接
連
絡
し
て
日
時
を
予
約
す
る
。

②
保
険
証
を
ご
持
参
の
う
え
、
健

康
福
祉
課
で
申
請
し
て
、
利
用
承

認
書
の
交
付
を
受
け
る
。

※
昨
年
度
に
助
成
を
受
け
た
方
に

は
、
利
用
承
認
書
が
送
付
さ
れ
る

の
で
申
請
は
不
要
で
す
。

③
当
日
、
保
険
証
と
利
用
承
認
書

を
ご
持
参
の
う
え
受
診
し
、
自
己

負
担
額
分
を
医
療
機
関
に
支
払
う
。

問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉
課
国
保

年
金
班
☎

１
２
４

医療機関名 電話番号
千葉しすい病院★ ☎（４８１）８１４０
酒々井虎の門クリニック★ ☎（３１０）７８４５
成田赤十字病院★ ☎０４７６（２２）２３１１
国際医療福祉大学成田病院★ ☎０４７６（３５）５６０２
聖隷佐倉市民病院★ ☎（４８６）０００６
佐倉厚生園病院★ ☎（４８４）２１６４
成田富里徳洲会病院★ ☎０４７６（８５）５３１３
新八街総合病院 ☎（４４３）７３１1
ラーバン健診センター★ ☎０４７６（８５）７７６６
IMS Me-Life クリニック
千葉★ ☎（２０４）５５１1

　短期人間ドック
（日帰り、通院2日、１泊2日） 30,000円

　短期＋脳ドック 50,000円

＜表１＞契約医療機関

　
在
宅
で
生
活
し
、
聴
力
低
下
に

よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
あ
る
高
齢
者
に
対
し
、
補
聴
器

の
購
入
に
要
し
た
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

助
成
額　
補
聴
器
の
購
入
費
用
の

額
ま
た
は
１
万
円
の
い
ず
れ
か
低

い
金
額

対　

象　
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

①
町
に
住
民
登
録
（
住
民
票
）
が

あ
り
、
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
65

歳
以
上
の
方

②
医
師
に
よ
り
、
補
聴
器
の
使
用

が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

て
い
る
方

③
聴
覚
障
害
の
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
（
申

請
中
の
方
は
対
象
外
）

申
請
に
必
要
な
も
の　
医
師
が
発

行
し
た
証
明
書
、
医
療
機
器
認
定

を
取
得
し
た
補
聴
器
を
購
入
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
（
集
音
器
や

助
聴
器
な
ど
、
補
聴
器
以
外
の
も

の
は
対
象
外
）

※
助
成
件
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま

す
。

問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉
課
福
祉

班
☎

１
３
３
～
１
３
５
・
１
３

８

補
聴
器
購
入
費
用

助
成
事
業
開
始

健康
福祉

広告

ト
ル
以
上
で
、
倒
木
に
よ
り
樹
高

と
同
等
の
距
離
の
範
囲
に
あ
る
建

造
物
ま
た
は
公
道
に
被
害
を
与
え

る
お
そ
れ
の
あ
る
樹
木

申
請
期
限　
令
和
８
年
１
月
５
日

㈪※
こ
こ
で
い
う
伐
採
と
は
、
樹
木

を
根
元
か
ら
伐
る
作
業
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。

※
必
ず
伐
採
を
行
う
前（
契
約
前
）

に
経
済
環
境
課
ま
で
相
談
の
う
え
、

申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
経
済
環
境
課
で
取
得

で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
経
済
環
境
課
農
政

振
興
班
☎

３
４
３
・
３
４
１
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家
庭
か
ら
出
た
ご
み
や
粗
大
ご

み
を
直
接
、
酒
々
井
リ
サ
イ
ク
ル

文
化
セ
ン
タ
ー
へ
持
ち
込
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。
処
理
で
き
な
い
ご

み
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

受
付
時
間　
月
～
金
曜
日
（
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）
８
時
30
分
～

11
時
30
分
、
13
時
～
16
時
30
分

休
日
受
付
時
間　
８
時
30
分
～
11

時
30
分
、
13
時
～
16
時
30
分

※
家
庭
ご
み
の
休
日
搬
入
を
〈
表

１
〉
の
と
お
り
毎
月
第
２
土
曜
日

お
よ
び
翌
日
曜
日
に
行
っ
て
い
ま

す
。

処
理
手
数
料　
３
５
０
円
／
10
㎏

※
10
㎏
未
満
で
も
３
５
０
円
か
か

り
ま
す
。

※
町
指
定
の
ご
み
袋
に
分
別
し
た

場
合
で
も
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

持
ち
物　
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証

な
ど
）
、
手
数
料
（
現
金
の
み
）

問
い
合
わ
せ　
佐
倉
市
、
酒
々
井

町
清
掃
組
合
（
酒
々
井
リ
サ
イ
ク

文
化
セ
ン
タ
ー
）
☎
（
４
９
６
）

７
５
１
１
、
経
済
環
境
課
環
境
対

策
室
☎

３
４
２
・
３
４
４

＜表１＞粗大ごみ休日受入日

月 受入日 月 受入日

４ 12日㈯、13日㈰ 10 11日㈯、12日㈰
５ 10日㈯、11日㈰ 11 ８日㈯、 ９日㈰
６ 14日㈯、15日㈰ 12 13日㈯、14日㈰
７ 12日㈯、13日㈰ １ 10日㈯、11日㈰
８ ９日㈯、10日㈰ ２ 14日㈯、15日㈰
９ 13日㈯、14日㈰ ３ 14日㈯、15日㈰

経済
環境

家
庭
ご
み
の
有
料
自
己
搬
入

広告

私にも出来るかも（空き時間を有効に使いましょう）
★ゴルフ場内整備・・・除草、バンカーならし　★洗車・・・展示車の洗車
　　　　　　　　お電話でお気軽にお問い合わせください

公益社団法人　酒々井町シルバー人材センター　酒々井町酒々井１６７－５
☎０４３－４９６－４０７７　　URL  http://www.shisui-silver.jp

シルバーで一緒にお仕事をしてみませんか？会員
募集

経済
環境

狂
犬
病
予
防
注
射
集
合
接
種
を
実
施

　
狂
犬
病
予
防
注
射
集
合
接
種
を

〈
表
２
〉
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

ど
の
会
場
で
も
注
射
可
能
で
す
の

で
、
ご
都
合
に
合
わ
せ
て
ご
来
場

く
だ
さ
い
。

　
飼
い
犬
の
登
録
を
済
ま
せ
て
い

る
方
に
は
、
３
月
下
旬
～
４
月
上

旬
ご
ろ
に
お
知
ら
せ
の
は
が
き
を

送
付
し
ま
す
。
は
が
き
に
必
要
事

項
を
ご
記
入
の
う
え
、
当
日
ご
持

参
く
だ
さ
い
。
初
め
て
の
方
も
飼

い
犬
の
新
規
登
録
と
注
射
を
併
せ

て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
飼
い
犬
の
予
防
注
射
は
、
狂
犬

病
予
防
法
で
接
種
が
義
務
付
け
ら

れ
て
お
り
、
年
に
一
度
、
必
ず
注

射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
動
物
病
院
な
ど
で
予
防
注
射
を

受
け
る
場
合
は
、
接
種
を
済
ま
せ

「
狂
犬
病
予
防
注
射
済
証
」
お
よ

び
手
数
料
を
ご
持
参
の
う
え
、
経

済
環
境
課
で
注
射
済
票
の
交
付
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

手
数
料　
〈
表
３
〉
の
と
お
り

問
い
合
わ
せ　
経
済
環
境
課
環
境

対
策
室
☎

３
４
２
・
３
４
４

＜表３＞手数料

区　分 未登録の場合 登録済みの場合

犬の登録手数料 ３，０００円 ―――

注射済票交付手数料 ５５０円 ５５０円

狂犬病予防集合注
射手数料 ３，１５０円 ３，１５０円

合　計 ６，７００円 ３，７００円

＜表２＞狂犬病予防集合注射日程表

※はがきの問診票に１つでも「はい」に該当する場合、
予防注射は受けられない場合があります。

期　日 会　場 時　間

４月11日㈮
東酒々井大森公園  ９時～９時50分
役場駐車場  10時10分～12時

４月12日㈯
大崎自治会館  ９時～９時50分
役場駐車場  10時10分～12時

※マイクロチップ登録がある場合はお申し出ください。
※手数料は集合注射会場で受ける場合になります。
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ま
す
。

対　

象　
次
の
①
～
④
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
工
事

①
20
万
円
以
上
の
工
事

②
町
内
に
本
社
・
本
店
の
あ
る
法

人
や
住
所
の
あ
る
個
人
事
業
主
が

行
う
工
事

③
町
で
実
施
し
て
い
る
他
の
制
度

で
住
宅
改
修
な
ど
の
補
助
や
給
付

を
受
け
て
い
な
い
工
事

④
過
去
に
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助

を
受
け
て
い
な
い
住
宅
の
工
事

補
助
額　
工
事
に
要
す
る
費
用
の

10
分
の
１
（
上
限
10
万
円
、
千
円

未
満
切
り
捨
て
）

※
雨
水
抑
制
施
設
を
設
置
す
る
場

合
は
２
万
円
を
追
加
し
ま
す
。

Ⅴ 

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

　
 

撤
去
費
の
補
助

　
道
路
に
面
す
る
危
険
ブ
ロ
ッ
ク

塀
な
ど
の
撤
去
を
行
う
場
合
に
費

用
の
一
部
〈
表
２
〉
の
と
お
り
補

助
し
ま
す
。

　
令
和
６
年
１
月
１
日
に
能
登
半

島
で
最
大
震
度
７
の
地
震
が
発
生

し
ま
し
た
。
大
地
震
は
、
い
つ
発

生
す
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
日

頃
か
ら
の
備
え
が
大
切
で
す
。

　
町
は
、
地
震
に
よ
る
建
築
物
の

倒
壊
か
ら
町
民
の
大
切
な
生
命
や

財
産
を
守
る
た
め
、
予
算
の
範
囲

内
で
次
の
Ⅰ
～
Ⅵ
の
補
助
を
行
っ

て
い
ま
す
。

Ⅰ 

耐
震
診
断
費
の
補
助

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
の
旧

耐
震
基
準
で
建
築
、
着
工
さ
れ
た

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
要
す
る

費
用
の
一
部
を
〈
表
１
〉
の
と
お

り
補
助
し
ま
す
。

Ⅱ 

耐
震
改
修
工
事
費
等
の
補
助

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
の
旧

耐
震
基
準
で
建
築
、
着
工
さ
れ
た

木
造
住
宅
で
、
耐
震
診
断
に
よ
り

耐
震
性
が
低
い
と
さ
れ
た
場
合
に

耐
震
改
修
工
事
費
な
ど
（
耐
震
設

計
費
、
改
修
工
事
費
、
工
事
監
理

費
）に
要
す
る
費
用
の
一
部
を〈
表

１
〉
の
と
お
り
補
助
し
ま
す
。

　
耐
震
改
修
工
事
費
の
う
ち
、
ど

れ
か
１
つ
で
も
欠
け
る
と
補
助
金

を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
耐
震
改
修
工
事
に
直
接
関
係
し

な
い
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
に
つ
い
て

は
、
補
助
金
の
対
象
外
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
町
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
補
助
金
の
要
件
を
満
た
す
工
事

は
、
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
金
を

併
せ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

Ⅲ 
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
等

　

 

整
備
費
の
補
助

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
の
旧

耐
震
基
準
で
建
築
、
着
工
さ
れ
た

木
造
住
宅
へ
の
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー

ま
た
は
防
災
ベ
ッ
ト
（
一
戸
に
つ

き
い
ず
れ
か
一
台
）
の
設
置
に
要

す
る
費
用
の
一
部
を
〈
表
１
〉
の

と
お
り
補
助
し
ま
す
。

対　

象　
次
の
①
ま
た
は
②
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
が
居
住
し

て
い
る
世
帯

①
令
和
８
年
３
月
31
日
時
点
で
満

65
歳
以
上
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方

Ⅳ 

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
費
の
補
助

　
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
行

う
場
合
に
費
用
の
一
部
を
補
助
し

＜表１＞各事業の補助上限額

補助事業 補助率 補助上限額
（千円未満切り捨て）

Ⅰ 木造住宅耐震診断書費 ３分の２ ７万円

Ⅱ 木造住宅耐震改修工事費 ５分の２ 60 万円

Ⅲ
木造住宅耐震シェルター整備費 ２分の１ 25 万円

木造住宅耐震防災ベット整備費 ２分の１ 10 万円

まち
づくり

耐震シェルター

防災ベッド

雨水抑制施設

対　

象　
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合

①
一
般
の
道
路
に
面
し
て
い
る
ブ

ロ
ッ
ク
塀
な
ど
（
宅
地
と
宅
地
の

間
に
あ
る
も
の
は
対
象
外
）

②
建
築
基
準
法
の
規
定
に
適
合
し

て
い
な
い
も
の

③
老
朽
化
な
ど
に
よ
り
、
町
が
危

険
と
判
断
す
る
も
の

＜表２＞危険ブロック塀等撤去費

補助額（千円未満切り捨て）

① ブロック塀撤去に係る費用

②
撤去するブロック塀の長さに１メートル
あたり１万円を乗じた額

③ 上限 10 万円

※上記の①～③のうち最も低い額を補助します。

地
震
へ
の
備
え
は
大
丈
夫
で
す
か
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受
付
期
間　
４
月
14
日
㈪
～
12
月

26
日
㈮

対　

象　
次
の
①
～
③
す
べ
て
に

該
当
す
る
方

①
町
に
住
民
登
録
（
住
民
票
）
の

あ
る
方

②
町
民
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な

い
方

③
賃
貸
な
ど
の
場
合
は
、
所
有
者

の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
方

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了
と

な
り
ま
す
。

※
必
ず
工
事
を
行
う
前（
契
約
前・

着
工
前
）
に
ま
ち
づ
く
り
課
ま
で

相
談
の
う
え
、
申
請
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

※
補
助
金
交
付
決
定
前
に
工
事
を

行
っ
た
場
合
は
、
補
助
金
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

Ⅵ 

家
具
転
倒
防
止
器
具
等

　

 

購
入
費
の
助
成

　
地
震
に
よ
る
家
具
の
転
倒
や
ガ

ラ
ス
の
飛
散
な
ど
か
ら
町
民
の
安

全
を
確
保
す
る
た
め
、
家
具
転
倒

防
止
器
具
な
ど
の
購
入
ま
た
は
取

り
付
け
費
用
の
助
成
を
予
算
の
範

囲
内
で
行
い
ま
す
。

受
付
期
間　
４
月
14
日
㈪
～
令
和

８
年
２
月
27
日
㈮

対　

象　
町
に
住
民
登
録
（
住
民

票
）
が
あ
る
世
帯
の
世
帯
主
（
一

世
帯
に
つ
き
１
回
限
り
）

助
成
金
額　
家
具
転
倒
防
止
器
具

な
ど
の
購
入
ま
た
は
取
り
付
け
費

用
（
上
限
１
万
円
、
千
円
未
満
切

り
捨
て
）

家
具
転
倒
防
止
器
具
の
例

○
タ
ン
ス
、
食
器
棚
、
本
棚
、
テ

レ
ビ
、
冷
蔵
庫
な
ど
を
固
定
し
、

転
倒
を
防
止
す
る
器
具

○
つ
り
下
げ
型
照
明
器
具
を
固
定

し
、
落
下
を
防
止
す
る
器
具

○
ガ
ラ
ス
の
飛
散
を
防
止
す
る
た

め
に
有
効
な
フ
ィ
ル
ム　
な
ど

問
い
合
わ
せ　
ま
ち
づ
く
り
課
計

画
整
備
班
☎

１
５
6

自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
一
部
補
助

安全
協働

　

自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

（
以
下
「
ヘ
ル
メ
ッ
ト
」）
の
着
用

促
進
の
た
め
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入

費
の
一
部
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

補
助
額　
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
の

２
分
の
１
（
上
限
２
千
円
、
１
人

１
個
１
回
限
り
）

※
送
料
、
ポ
イ
ン
ト
お
よ
び
ク
ー

ポ
ン
な
ど
に
よ
る
支
払
い
額
を
除

き
ま
す
。

補
助
対
象
ヘ
ル
メ
ッ
ト　
安
全
基

準
（
Ｓ
Ｇ
マ
ー
ク
、
Ｊ
Ｃ
Ｆ
マ
ー

ク
、
Ｃ
Ｅ
マ
ー
ク
【
規
格
：
Ｅ
Ｎ

１
０
７
８
の
み
】、
Ｇ
Ｓ
マ
ー
ク
、

Ｃ
Ｐ
Ｓ
Ｃ
マ
ー
ク
【
規
格
：
Ｃ
Ｐ

Ｓ
Ｃ
１
２
０
３
の
み
】）
を
満
た

し
た
新
品
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト

※
中
古
品
、
フ
リ
マ
サ
イ
ト
や
個

人
間
売
買
な
ど
で
購
入
し
た
ヘ
ル

メ
ッ
ト
は
対
象
外
で
す
。

対　

象　
４
月
１
日
以
降
に
購
入

し
た
方

申
請
期
間　
５
月
１
日
㈭
～
令
和

８
年
３
月
25
日
㈬

申
請
方
法　
申
請
書
お
よ
び
必
要

書
類
を
直
接
提
出

※
申
請
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
取
得
で
き
ま
す
。

※
販
売
店
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

通
販
サ
イ
ト
な
ど
か
ら
発
行
さ
れ

た
領
収
書
や
レ
シ
ー
ト
、
保
証
書

な
ど
は
、
申
請
の
際
必
要
に
な
り

ま
す
の
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
く
ら

し
安
全
協
働
課
危
機

管
理
室
☎

２
１
６

SGマーク CEマーク

JCFマーク

GSマーク CPSCマーク

マチを好きになるアプリ

Ⅰ
〜
Ⅴ 

共
通
事
項

　
入
学
・
入
園
を
迎
え
る
こ
の
時

期
は
、
お
子
さ
ん
の
関
係
す
る
交

通
事
故
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り

ま
す
。

　
次
代
を
担
う
お
子
さ
ん
や
高
齢

者
な
ど
交
通
弱
者
に
対
す
る
保
護

・
誘
導
活
動
を
推
進
す
る
な
ど
、

社
会
全
体
で
一
人
ひ
と
り
が
交
通

ル
ー
ル
の
遵
守
と
、
交
通
マ
ナ
ー

を
実
践
し
、
交
通
事
故
防
止
の
徹

底
を
図
り
ま
し
ょ
う
。

実
施
期
間　
４
月
６
日
㈰
～
15
日

㈫運
動
の
重
点
目
標

○
お
子
さ
ん
を
始
め
と
す
る
歩
行

者
が
安
全
に
通
行
で
き
る
道
路
交

通
環
境
の
確
保
と
正
し
い
横
断
方

法
の
実
践

○
歩
行
者
優
先
意
識
の
徹
底
と
シ

ー
ト
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
の
適
切
な
使
用
の
促
進

○
飲
酒
運
転
や
な
が
ら
運
転
な
ど

の
悪
質
・
危
険
な
運
転
の
根
絶

○
自
転
車
・
特
定
小
型
原
動
機
付

自
転
車
利
用
時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着

用
と
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底

問
い
合
わ
せ　
く
ら
し
安
全
協
働

課
危
機
管
理
室
☎

２
１
６

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

〜
青
だ
け
ど
自
分
の
目

で
見
て
た
し
か
め
て
〜

安全
協働
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　平成26年4月の消費税の税率が5％から8％に改正された引き上げによる増収分及び令和元年10月からの2％の引
き上げによる増収分は、社会保障施策に要する経費に充てられています。令和７年度歳入の地方消費税交付金（社
会保障財源化分）2億6,984万1千円、歳出の社会保障施策に要する経費は、25億5,457万6千円です。
なお、令和７年度一般会計における使途の状況は＜表＞のとおりです。

令和７年度  一般会計予算の７つの基本目標別主要事業

令和７年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

障害者総合支援事業
後期高齢者医療事業
児童手当支給事業
保健センター一般事務費
保育委託事業
岩橋保育園運営事業
予防接種事業
社会福祉一般事務費
子ども医療助成事業
中央保育園運営事業
放課後児童クラブ事業
障害者福祉事業
母子保健推進事業
健康増進事業

5億5,814万円
3億6,214万円
3億3,262万円
2億4,801万円
1億9,881万円
1億6,102万円

9,973万円
7,419万円
7,097万円
6,884万円
6,154万円
5,726万円
3,182万円
2,953万円

健康・福祉・子育て
１ 誰もが健やかに暮らせる、支え合いのまちづくり

5億3,093万円
3,058万円

994万円
913万円
743万円

３ 豊かな日常を守る、安全安心なまちづくり

佐倉市八街市酒々井町消防組合負担金
防犯街灯事業
消防団事業
防災行政無線管理整備事業
防犯ボックス事業

生活安全

2億4,974万円
2億9,766万円

2,165万円
1,889万円

541万円

じん芥処理事業
環境保全対策事業
環境衛生対策事業
し尿処理事業
地球温暖化対策推進事業

環境共生
４ 自然と共存し、環境に負荷をかけないまちづくり

2億2,539万円
1億9,131万円

5,054万円
2,555万円
2,283万円
2,030万円

給食事業
教育総務一般事務費
墨古沢遺跡保存整備事業
プリミエール管理事業
児童生徒国際交流振興事業
プリミエール運営事業

教育・文化
２ 人権と学びが尊重され、豊かな心と歴史・文化が香るまちづくり

19億6,497万1千円
17億213万5千円

4億2,577万円

（8.2％減）
（6.2％増）
（1.6％増）

特別会計
国 民 健 康 保 険
介 護 保 険
後期高齢者医療

下水道事業会計
4億7,763万5千円
5億2,909万5千円

7,311万7千円
2億1,775万4千円

（25.4％増）
（14.0％増）
（17.7％減）
（8.5％増）

下水道事業収益
下水道事業費用
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出

5億1,352万2千円
5億1,811万8千円
2億2,596万1千円
2億6,903万1千円

（5.3％減）
（1.7％増）
（17.1％減）
（33.6％減）

水道事業会計
水 道 事 業 収 益
水 道 事 業 費 用
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出

2億3,750万円
8,459万円
7,343万円
5,353万円
1,472万円
1,300万円
1,233万円

河川改修事業
社会資本整備総合交付金事業（道改）
道路維持事業
街区公園管理事業
総合公園管理事業
社会資本整備総合交付金事業（公園）
駐輪場事業

都市基盤
５ 便利で快適な、歩いて暮らせるまちづくり

1,699万円
1,165万円

790万円
748万円

コミュニティプラザ運営事業
農業振興管理事業
まるごとしすい事業
農業基盤整備事業

産業・経済
６ 活力と魅力にあふれ、にぎわいのあるまちづくり

9,066万円
8,048万円
6,221万円
3,039万円
2,703万円
2,143万円

賦課徴収事業
戸籍住民基本台帳一般事務費
情報化推進事業
企画一般事務費
総務一般事務費
庁舎管理事業

地域社会・行財政
7 多様な主体との連携により、地域の力で紡ぎだすまちづくり

＜表＞社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

事業区分 経費

財源内訳
特定財源

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 うち地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

社会福祉

障害者福祉事業 689,589 275,980 157,206 0 4,660 251,743 47,956 
高齢者福祉事業 30,796 0 112 0 7,789 22,895 4,361 
児童福祉事業 858,906 389,809 104,708 0 18,626 345,763 65,866 
母子福祉事業 11,075 0 5,057 0 0 6,018 1,146 

小計 1,590,366 665,789 267,083 0 31,075 626,419 119,329 

社会保険

国民健康保険事業 109,645 15,777 49,988 0 0 43,880 8,359 
介護保険事業 257,303 8,470 4,235 0 0 244,598 46,594 
後期高齢者医療事業 362,136 0 43,335 0 15,022 303,779 57,868 

小計 729,084 24,247 97,558 0 15,022 592,257 112,821 

保健衛生

予防事業 101,903 0 135 0 165 101,603 19,355 
健康増進事業 29,530 392 2,270 0 4,489 22,379 4,263 
母子保健事業 103,693 14,086 15,530 0 197 73,880 14,073 

小計 235,126 14,478 17,935 0 4,851 197,862 37,691 
合計 2,554,576 704,514 382,576 0 50,948 1,416,538 269,841 

※（　）内は、前年度比
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令和7年度当初予算
一般会計、前年度比11.3％増の
80億907万でスタート

　令和７年度予算が、３月議会で可決されま
した。一般会計当初予算は80億907万円
で、前年度に比べ8億1,159万7千円、11.3
％増加しています。
　国民健康保険など3つの特別会計予算の
合計は40億9,287万6千円となっています。

問い合わせ　企画財政課財政班☎　２２７

歳 出

歳入
2,996,615
37.4%

町税
2,996,615
37.4%

地方交付税
1,578,172
19.7%

国庫支出金
1,055,247
13.2%

繰入金
402,143
5.0%

町債
539,216
6.7%

交付金等
677,392
8.4%

その他
127,492
1.6%

県支出金
469,296
5.9%

諸収入
163,497
2.1%

歳出

教育費
1,135,134
14.2%

民生費
2,554,176
31.9%

その他
198,743
2.4%

総務費
999,763
12.5%

議会費
117,185
1.4%

1,198,190
15.0%

衛生費
1,198,190
15.0%

土木費
694,518
8.7%

消防費
549,066
6.9%公債費

562,295
7.0%

　歳入の約４割を占める町税は、賃上げによる給与収入の
増額に伴う個人町民税の増額、また、法人町民税や固定資
産税も増額を見込み、前年度比4.0％増加しています。
　地方交付税は、臨時財政対策債が平成13年度の制度創
設以来、初めて新規発行額がなくなることから、普通交付
税が増額するものと推計し、前年度比27.9％増加してい
ます。
　国庫支出金は、防災・安全社会資本整備交付金や、児童

手当交付金、公立学校情報機器整備事業費補助金などの増
額により、前年度比61.6％増加しています。
　交付金等は、地方消費税交付金や株式等譲渡所得割交付
金が増額するものと推計し、前年度比8.9％増加しています。
　町債は、町体育館等解体整備事業の終了と、臨時財政対
策債の新規発行額がないことから、前年度比19.9％減少
しています。

　民生費は、児童手当や介護給付費・訓練等給付費、障害
児給付費などの増額により前年度比14.9％増加しています。
　衛生費は、馬橋川沿岸盛土撤去工事や保健センター大規
模改修工事により、前年度比57.5％増加しました。
　教育費は公立学校情報機器整備事業費補助金事業（端末
購入）などの増額により、前年度比3.2％増加しています。
　総務費は、標準化移行に伴う各種費用と、国勢調査の実
施に伴い前年度比5.6％増加しています。
　土木費は、河川事業と社会資本整備総合交付金事業の進

捗により、前年度比7.6％減少しています。
　公債費は、元金償還額の減少から前年度比0.2％減少し
ています。
　消防費は、消防用備品購入事業の終了に伴い、1.9％減
少しています。

区　分
７年度 ６年度 前年度比較

予算額 増減額 増減率

町 税 2,996,615 2,881,653 114,962 4.0
地方交付税 1,578,172 1,234,236 343,936 27.9
国庫支出金 1,055,247 653,053 402,194 61.6
交 付 金 等 677,392 622,256 55,136 8.9
町 債 539,216 672,900 △ 133,684 △ 19.9
県 支 出 金 469,296 422,188 47,108 11.2
繰 入 金 402,143 473,151 △ 71,008 △ 15.0
諸 収 入 163,497 114,052 49,445 43.4
そ の 他 127,492 123,984 3,508 2.8
合 計 8,009,070 7,197,473 811,597 11.3

歳入予算の前年度比較 （単位：千円、％）

区　分
７年度 ６年度 前年度比較

予算額 増減額 増減率

民 生 費 2,554,176 2,222,048 332,128 14.9
衛 生 費 1,198,190 760,898 437,292 57.5
教 育 費 1,135,134 1,099,580 35,554 3.2
総 務 費 999,763 946,657 53,106 5.6
土 木 費 694,518 751,569 △ 57,051 △ 7.6
公 債 費 562,295 563,650 △ 1,355 △ 0.2
消 防 費 549,066 559,533 △ 10,467 △ 1.9
議 会 費 117,185 120,357 △ 3,172 △ 2.6
そ の 他 198,743 173,181 25,562 14.8
合 計 8,009,070 7,197,473 811,597 11.3

歳出予算の前年度比較 （単位：千円、％）

歳 入
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令
和
７
年
度　
子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
検
診（
集
団
）

申
し
込
み
受
け
付
け
中

期　

日　
〈
表
〉
の
と
お
り

受
付
時
間

９
時
20
分
～
11
時
、
12
時
50
分
～
15
時

対　

象

子
宮
頸
が
ん
検
診　

20
歳
以
上
の
奇
数
歳
の
女
性

※
昨
年
度
受
け
て
い
な
い
方
は
、
偶
数
歳
で

も
受
診
で
き
ま
す
。

乳
が
ん
検
診
（
エ
コ
ー
）

40
歳
代
の
偶
数
歳
・
30
歳
代
の
女
性

乳
が
ん
検
診
（
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
）

40
歳
代
の
奇
数
歳
・
50
歳
以
上
の
女
性

検
診
費
用　
い
ず
れ
も
１
，
０
０
０
円

申
し
込
み
の
必
要
な
方

①
検
診
を
初
め
て
受
け
る
方

②
子
宮
頸
が
ん
検
診
：
前
回
の
検
診
が
令
和

４
年
度
以
前
の
方
、
令
和
５
年
度
に
個
別
検

診
を
受
け
て
い
る
方

③
乳
が
ん
検
診
：
前
回
の
検
診
が
令
和
５
年

度
以
前
の
方
、
令
和
６
年
度
に
個
別
検
診
を

受
け
て
い
る
方

※
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
使
っ
て
受
診
し
た
方

は
不
要
で
す
。

申
込
方
法　
必
要
事
項
（
住
所
、
氏
名
、
年

齢
、
生
年
月
日
、
電
話
番
号
、
申
し
込
み
検

検
診
の
種
類

期
　
日

子
宮
頸
が
ん
６
月
12
日
㈭
、
18
日
㈬

７
月
３
日
㈭

乳
が
ん

（
エ
コ
ー
）

６
月
23
日
㈪

７
月
３
日
㈭

乳
が
ん

（
マ
ン
モ

グ
ラ
フ
ィ
）

６
月
12
日
㈭
、18
日
㈬
、

23
日
㈪
、
24
日
㈫

７
月
３
日
㈭
、
４
日
㈮

＜表＞検診期日

診
名
）
を
ご
記
入
の
う
え
、
次
の
①
～
⑥
の

い
ず
れ
か
の
方
法
で
申
し
込
み

①
ハ
ガ
キ
（
５
月
９
日
㈮
必
着
）
②
メ
ー
ル

③
窓
口
④
電
話
⑤
フ
ァ
ク
ス
⑥
申
込
フ
ォ
ー

ム申
込
期
限　
５
月
９
日
㈮

※
個
別
検
診
は
、
委
託
医
療
機
関
で
６
月
～

12
月
に
実
施
予
定
で
す
。
詳
細
は
、
広
報
紙

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ　
保
健
セ
ン
タ
ー
〒
２

８
５

－

８
５
１
０
酒
々
井
町
中
央
台
４

－

11
、

✉kenkou

＠tow
n.shisui.

chiba.jp
　
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
申
込

フ
ォ
ー
ム
が
読
み
込
め
ま
す
。

広告

酒々井町保健センター
☎（４９６）００９０
FAX（４９６）８４５３

問 い 合 わ せ

名前　酒々井町　保健センター
ユーザー名　@s_town_kenkou
　検診・健診や健康づくりに関する教室などの情
報をお知らせしています。Xのアカウントをお持
ちの方は、ぜひフォローをお願いします！
問い合わせ　保健センター

酒々井町保健センター
公式Ｘ　発信中！
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※改修工事中のため、窓口は役場分庁舎２階になります。※改修工事中のため、窓口は役場分庁舎２階になります。
※費用の記載がないものは無料です。※費用の記載がないものは無料です。

筋
力
ア
ッ
プ
教
室
Ａ

　
ス
ト
レ
ッ
チ
や
適
度
な
負
荷
を
か
け
な
が

ら
、
筋
力
ア
ッ
プ
の
運
動
を
行
い
ま
す
。

日　

時　

５
月
16
日
㈮
、
23
日
㈮
、
30
日

㈮
（
全
３
回
）
10
時
～
11
時
30
分

会　

場　
中
央
公
民
館
研
修
室

講　

師　
日
本
体
育
協
会
ス
ポ
ー
ツ
プ
ロ
グ

ラ
マ
ー　
三み

つ
は
し橋

好よ
し
こ子

さ
ん

対　

象　
65
歳
以
上
の
方

定　

員　
20
人
（
要
申
込
、
先
着
順
）

申
込
方
法　
電
話
、
窓
口

申
込
期
限　
４
月
25
日
㈮

※
通
院
さ
れ
て
い
る
方
は
、
事
前
に
保
健
セ

ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
音
楽
を
聞
き
な
が
ら
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て

体
を
動
か
す
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
を
通
じ
て
健
康

づ
く
り
を
し
て
い
き
ま
せ
ん
か
。
初
め
て
の

方
も
、
楽
し
く
身
体
を
動
か
す
こ
と
が
で
き

る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日　

時　
５
月
９
日
㈮
、
16
日
㈮
、
23
日
㈮

（
全
３
回
）
10
時
～
11
時
30
分

会　

場　
分
庁
舎
２
階
第
２
多
目
的
室

講　

師　
ス
ポ
ー
ツ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー　

田た
な
か中

久く

み

こ
美
子
さ
ん

対　

象　
65
歳
以
上
の
方

定　

員　
20
人
（
要
申
込
、
先
着
順
）

申
込
方
法　
電
話
、
窓
口

申
込
期
限　
４
月
18
日
㈮　

※
通
院
さ
れ
て
い
る
方
は
、
事
前
に
保
健
セ

ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ　
保
健
セ
ン
タ
ー

マ
タ
ニ
テ
ィ・マ
マ
パ
パ
ク
ラ
ス

や
さ
し
い
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
Ａ

今月の行事

◎印旛市郡小児初期急病診療所（０〜 15歳まで）
佐倉市江原台2-27（佐倉市健康管理センター内）
☎043（485）3355
※受け付けは、診療終了の15分前までです。
　受診の際は、必ず受付時間内でお願いします。

◎こども急病電話相談 毎日夜間 19時〜翌朝８時
☎＃8000　ダイヤル電話からは☎043（242）9939
◎救急安心電話相談 平日、土曜日：18時〜翌朝８時
日曜日、祝日、GW、年末年始：９時～翌朝８時
☎＃7119　ダイヤル電話からは☎０3（6810）1636

診療日時
診療日 診療時間

月〜土曜日 19時〜 23時
日曜日・祝日

12月29日〜１月３日
 ９時〜 17時
19時〜 23時

診療科と診療日時
診療科目 診療日 診療時間

内　科
小児科

毎日（日曜日を含む） 19時〜23時
日曜日・祝日
 ８月13日〜15日
12月29日〜１月３日

10時〜17時

外　科
日曜日・祝日
 ８月13日〜15日
12月29日〜１月３日

10時〜17時

歯　科
祝日（日曜日を除く）・振替休日
 ８月13日〜15日
12月29日〜１月３日

10時〜17時

◎成田市急病診療所
成田市赤坂1-3-1（成田市保健福祉館敷地内）
☎0476（27）1116
※受け付けは、診療終了の15分前までです。

※来診する際は、事前に電話を入れ、保険証をご持参ください。 

期　日 内　容 受付時間・会場

８日㈫
乳
児
相
談

10カ月児
Ｒ６. ５月生

10時〜11時
中央公民館和室

４カ月児
Ｒ６.11月生

13時30分〜14時30分
中央公民館和室

14日㈪ １歳６カ月児健康診査
Ｒ５．８・９月生

13時〜13時30分
中央公民館講堂

随時
健康相談・歯科健康相談
※事前にお電話にてご予
約をお願いします。

日時により会場が異なりま
す。

予防接種　委託医療機関で実施中

乳幼児
BCG・麻しん風しん混合・４種混合・日本
脳炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・水痘・B 型
肝炎・ロタ・５種混合

 ９歳〜 13 歳未満 日本脳炎
11歳〜 13 歳未満 ジフテリア破傷風混合

小学校６年生〜
高校 1 年生女子 ヒトパピローマウイルス感染症

成人・高齢者 麻しん風しん混合・肺炎球菌・新型コロナ

＜表＞期日・内容

期　日 内　容

① ５月28日㈬ 妊娠後期、産後の過ごし方、分娩のしく
み・呼吸法、母乳栄養

② ６月 ９日㈪ 妊娠中の栄養と離乳食、妊娠中の歯のケ
アについて

③ ６月20日㈮ 赤ちゃんの保育、先輩ママとの交流、子
育て支援センターについて

④ ６月28日㈯ 沐浴、調乳実習、パパの妊婦体験

　
安
心
し
て
出
産
・
育
児
を
す
る
た
め
に
、

ま
た
、
お
友
達
づ
く
り
の
た
め
に
も
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

期
日
・
内
容　
〈
表
〉
の
と
お
り

時　

間　
①
～
③
９
時
30
分
～
11
時
30
分
、

④
12
時
30
分
～
15
時
30
分

会　

場　
①
④
中
央
公
民
館
、
②
役
場
分
庁

舎
２
階
、
③
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　
あ
い

あ
い

持
ち
物　
母
子
健
康
手
帳
、
筆
記
用
具
、
飲

み
物

申
込
方
法　
電
話
、
窓
口

申
込
期
限　
各
回
の
前
日

※
１
回
だ
け
の
参
加
も
で
き
ま
す
。

※
申
し
込
み
状
況
に
よ
り
、
ご
家
族
の
方
は

ご
遠
慮
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ　
保
健
セ
ン
タ
ー　
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●子育て支援活用カレンダー●　４月

日　時　月～土曜日（祝日を除く）９時～16時
対　象　町内在住の０歳～就学前のお子さんと保護者、
妊娠中の方、保護者の実家が町内にある方
※12時～13時はランチルームで食事を取る
ことができます。
※３日㈭午前中は会議のため休館です。13
時から利用できます。
※行事のない日は、申し込みなしでご利用できます。
４月の行事（要申込）

時　間　①９時～12時②13時～15時
申込方法　電話、メール
受付日時　月～金曜日（祝日を除く）９時～15時
４月の行事（要申込）

期　日 内　容

14日㈪ ママと赤ちゃんの日

17日㈭ ふれあい遊び

22日㈫ にじいろ１才の日

25日㈮ 誕生会

26日㈯ パパと赤ちゃんの日

子育て支援センター　あいあい しょうえん こども こそだてルーム

日　時 内　容

17日㈭ 子育てルーム見学会

23日㈬～30日㈬ 子育てリサイクルデー

申込方法　電話、窓口
申込開始日　行事の２週間前
○毎週月曜日（９時～16時）は、子育てコンシェルジ
ュに育児や就園などについて電話相談ができます。
〇21日㈪～26日㈯は、身体測定ができます。
〇誕生カードの手形はいつでも取れます。
申込・問い合わせ　子育て支援センター　あいあい☎（２
９０）９７９０

申込フォーム

※行事は、前日までにお申し込みください。　
申込・問い合わせ　昭苑こども園☎（４９６）３２３８
しょうえんこどもこそだてルーム☎０９０（３９０５）
７４５１、 ✉ kosodate55@shoen.ed.jp

費用の記載がないものは無料です。費用の記載がないものは無料です。

　４月６日㈰に上岩橋の獅子舞を
開催します。
　この獅子舞は、江戸時代中頃か
ら伝承されており、五穀豊穣を祈
願して、地区の鎮守の駒形、菊賀、
大鷲の三神社と区長宅で演舞が奉
納され、町の無形民俗文化財にも
指定されています。
巡回場所・予定時刻
駒形神社９時、菊賀神社11時、大
鷲神社14時
問い合わせ　生涯学習課文化財班
☎（４９６）５３３４

　
文
化
ホ
ー
ル
の
ス
ク
リ
ー
ン

で
ア
ニ
メ
映
画
を
上
映
し
ま
す
。

日　

時　
５
月
10
日
㈯
10
時
～

12
時
（
開
場
９
時
30
分
）

会　

場　
プ
リ
ミ
エ
ー
ル
酒
々

井
文
化
ホ
ー
ル

内　

容　
岬
の
マ
ヨ
イ
ガ

※
上
映
前
に
、
多
読
表
彰
式
を

行
い
ま
す
。

定　

員　
客
席
２
０
０
人
、
親

子
室
20
人（
要
申
込
、先
着
順
）

申
込
方
法　

申
込
フ
ォ
ー
ム
、

図
書
館
カ
ウ
ン
タ
ー

申
込
開
始　
４
月
19
日
㈯
９
時

問
い
合
わ
せ　
町

立
図
書
館
☎
（
４

９
６
）
８
６
８
２

　
時
間
内
に
鯉
を
釣
っ
た
数
を
競

う
大
会
で
す
。
初
め
て
の
方
も
青

少
年
相
談
員
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日　

時　
４
月
20
日
㈰
９
時
30
分

～
12
時
（
雨
天
中
止
）

会　

場　
谷
養
魚
場

対　

象　
小
学
４
年
生
～
中
学
３

年
生
（
保
護
者
同
伴
可
）

定　

員　
30
人
（
要
申
込
、
先
着

順
）

参
加
費　
５
０
０
円（
道
具
代
込
）

申
込
方
法　
電
話
の
み

申
込
期
限　
４
月
16
日
㈬

申
込
・
問
い
合
わ
せ　
生
涯
学
習

課
社
会
教
育
班
☎
（
４
９
６
）
５

３
３
４

※
谷
養
魚
場
へ
の
お
問
い
合
わ
せ

は
お
や
め
く
だ
さ
い
。

図
書
館
映
画
会

第
11
回
青
少
年
相
談
員
釣
り
大
会

こ
ど
も
の
読
書
週
間
記
念

青
少
年
相
談
員
事
業

４月の岩橋保育園・中央保育園の
園庭開放の予定はありません。

　広報ニューしすい「こんにちは しすいっ子」の
コーナーでご紹介する、しすいっ子の写真を募集し
ています。就学前の幼児の写真、名前（ふりがな）、
生年月日、住所、電話番号、家族から一言をご記入
のうえ、郵送またはメールでご応募ください。
応募先・問い合わせ　〒２８５−８５１０　酒々井町
中央台４−11　企画財政課広報広聴班☎ ２２３、
✉ kouhou@town.shisui.chiba.jp

わが子を紹介しませんか！わが子を紹介しませんか！

上岩橋の獅子舞
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費用の記載がないものは無料です。

４月の各種相談４月の各種相談
相談名 日時 ・ 会場 予約・問い合わせ　など

心配ごと相談 ３日㈭、17日㈭13時～16時　町社会福祉協議会 町社会福祉協議会☎（４９６）６６３５
※相談日の 3 日前までに電話予約が必要です。

（先着順１日６件まで）法律相談 10日㈭、24日㈭13時～16時　町社会福祉協議会

人権相談 ８日㈫13時30分～15時　役場西庁舎２階第１会議室 健康福祉課人権推進室☎ １３６

身体障がい者
相談 月～金曜日（祝休日を除く）９時～17時 健康福祉課福祉班☎ １３５

相談員・里見弘美さん、濱端剛さん
知的障がい者
相談 月～金曜日（祝休日を除く）９時～17時 健康福祉課福祉班☎ １３４

相談員・福田美千代さん

障がい者差別
相談 月～金曜日（祝休日を除く）９時～17時

印旛保健所（印旛健康福祉センター）☎（４８６）５９９１ 
（４８６）２７７７

健康福祉課福祉班☎ １３４

生活困窮相談 １日㈫､ 15日㈫９時30分～16時
役場西庁舎１階（町社会福祉協議会） 健康福祉課福祉班☎ １３３

子ども相談（町）18日㈮13時30分～15時　役場中央庁舎１階会議室 健康福祉課人権推進室☎ １３７

子ども相談（県）月～金曜日（祝休日を除く）９時～16時
印旛保健所（印旛健康福祉センター）家庭児童相談室

印旛保健所（印旛健康福祉センター）地域福祉課
☎（４８３）１１２０　※電話による相談もできます。

就学・教育・
いじめ相談 月～金曜日（祝休日を除く）９時～17時 学校教育課学校教育班☎ ３１１

※電話による相談もできます。

家庭教育相談 木・金曜日（祝休日を除く）９時～17時 生涯学習課社会教育班☎（４９６）５３３４
※相談を希望される場合は、事前にご連絡ください。

消費生活相談 １日㈫、15日㈫、30日㈬
10時～12時30分、13時～15時　役場中央庁舎１階会議室 経済環境課商工振興班☎ ３４６

就労・進路相談 ９日㈬13時～17時　役場町民相談室
ちば北総地域若者サポートステーション
☎０４７６（３７）６８４４
※相談を希望される場合は、事前に予約してください。

子育て電話相談

子育て支援センターあいあい
月曜日（祝休日を除く) ９時～16時 子育て支援センター　あいあい☎（２９０）９７９０

岩橋保育園　月～金曜日（祝日を除く）
　　　　　　９時～17時中央保育園　※岩橋保育園は月曜日に栄養相談あり

岩橋保育園☎（４８１）７０２１
中央保育園☎（４９６）１２７４

令和７年国勢調査の調査員募集
　10月1日を基準日として、国勢調査が実施されます。国勢調査は、国内に居住しているすべての方を対象とする、
最も重要な統計調査です。
　町では約１万世帯、約２万人が調査対象となり、調査員も約１００人が必要な見込みとなっています。現在、調
査員を募集しています。調査前に説明会を開催しますので、未経験の方でも安心してご応募ください。
活動期間（予定）　８月下旬から 10月下旬まで
活動内容（予定）　町が行う調査員事務説明会への出席、担当調査区の範囲や調査対象の確認、オンライン調査回
答用ＩＤおよび調査票の配布、調査票の回収（世帯の方がインターネットによるオンライン回答をした場合は回収
不要）、回収した調査票の検査・整理、町へ調査書類等を提出
報　酬　国の基準に基づき報酬（２調査区担当の場合 7万円程度）が支払われます。
※報酬額は受け持ちの調査区数、世帯数に応じて増減します。
※上記の報酬額は前回（令和２年度）調査の額を参考にしているので、令和７年調査
では変更になる可能性があります。
応募方法　窓口、申込フォーム
問い合わせ　企画財政課広報広聴班
☎内２２３
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　地域安全コミュニティ「しすい防
犯パトロールブルド
ックス」の仲間
になりませんか。
活動内容　防犯パト
ロール、防犯キャン
ペーン、防犯情報の発信、スクールガー
ド、会員の親睦
申込・問い合わせ　稲 葉 ☎（ 4 9 6 ）  
 2 4 2 0

　 佐倉交通安全協会は、佐倉警察署
内に事務局を置いて警察、行政自治体
などと連携して 2 市 1 町（佐倉・八街・
酒々井）で各種の交通安全活動を展開
しています。地域から交通事故をなく
すため、地域の交通安全活動に参加し
ませんか。
活動内容　①四季の交通安全運動にお
ける街頭監視・誘導活動②街頭におけ
る交通事故防止広報啓発活動③小中学
校などにおける交通安全教室や地域行
事の交通整理
※年齢・性別に制限はありません。
問い合わせ　佐倉交通安全協会事務局
☎（ 4 8 5 ）0 7 0 8

　国税職員は、国税局や税務署におい
て、税務のスペシャリストとして法律・
経済・会計などの専門知識を駆使して
適正な課税を維持し、租税収入を確保
するための事務を行います。
試験日　第 1 次試験 9 月 7 日㈰、第 2
次試験 10 月 15 日㈬～ 10 月 24 日㈮の
うち指定された日
申込方法　ホームページ
※人事院ホームページ

「国家公務員試験採用情
報ＮＡＶＩ」をご覧ください。
申込期間　6 月 13 日㈮ 9 時～ 6 月 25
日㈬（受信有効）
問い合わせ　試験概要などの詳細は、
国税庁ホームページ「採用関係お役立
ちリンク集」をご覧くだ
さい。

お知らせ

町社会福祉協議会
公式ＳＮＳ開設

　町社会福祉協議会では新たに公式
ＬＩＮＥおよびＩｎｓｔａｇｒａｍを開設
しました。その他にもＦａｃｅｂｏｏｋ
およびＸを運用しています。
　地域の情報を配信していますので、
ぜひご活用ください。
問い合わせ　町社会福祉協議会☎（ 4 9
 6 ）6 6 3 5

　移動交番は、各種届け出の受理や開
設した地域周辺の警戒、巡回パトロー
ルなどを行い、地域の実情に沿った情
報発信や犯罪抑止活動を行っています。
開設予定日時と場所
酒々井町駅前交流センター
 4 月 14 日㈪ 10 時～ 11 時 30 分
 4 月 25 日㈮ 14 時～ 15 時 30 分
酒々井プレミアム・アウトレット
 4 月 4 日㈮ 14 時～ 15 時 30 分
スーパータイヨー酒々井店
 4 月 7 日㈪ 10 時～ 11 時 30 分
 4 月 21 日㈪ 10 時～ 11 時 30 分
※諸事情により開設できない場合があ
ります。 
問い合わせ　佐倉警察署地域課移動交
番係☎（ 4 8 4 ）0 1 1 0

さくら斎場より
残骨灰の取り扱いについて

　さくら斎場では、これまで残骨灰の処
理を専門業者に委託してきましたが、4
月 1 日以降は、残骨灰に含まれる金・銀・
パラジウムといった有価物を、資源循環
を目的として専門業者に売り渡します。
　残骨灰に含まれる骨片については、こ
れまで同様、丁重に供養埋蔵してまいり
ます。売渡しによる収益は、施設の維持・
改修などの財源として大切に活用させて
いただきます。
※残骨灰の持ち帰りも可能です。
問い合わせ　さくら斎場☎（ 4 8 4 ）0
 8 4 6

　 4 月 1 日から、北部家畜保健衛生所
が東部家畜保健衛生所に統合されまし
た。統合に伴い、事務所が移転となり
ました。
移転先　東部家畜保健衛生所（匝瑳市
今泉 7 1 4 2 ）
問い合わせ　東部家畜保健衛生所☎ 0
 4 7 9 （ 8 5 ） 8 9 0 0

　高齢者が住み慣れた地域で安心して
暮らすことができるように、医療や介
護の相談、福祉サービスの紹介や関係
機関との連携などさまざまなサポート
を行っています。
　看護師、社会福祉士、主任ケアマネ
ジャーの資格を持った専門の職員が高
齢者に関する相談に幅広く対応しま
す。
場所　町役場西庁舎 1 階
問い合わせ　町地域包括支援センター
☎（ 4 8 1 ）6 3 9 3

相　談

地域安全のために力を貸してください！
ブルドックス会員募集

交通事故のない街へ
佐倉交通安全協会交通指導員募集

国税職員（税務職員）募集

ＬＩＮＥ Instagram

X Facebook

町社会福祉協議会
公式ＳＮＳ開設

４月の移動交番開設日

家畜保健衛生所の統合

地域包括支援センターは
高齢者の身近な相談窓口です

ありがとう

社会福祉法人酒々井町社会福祉協議会へ、次のとおりご寄付
をいただきました。（順不同・敬称略）

（金銭）無駄頭会・・・・・・・・・・・・１万７千４２２円
匿名１件・・・・・・・・・・・・・・・・・２千円
匿名２件・・・・・介護用品１式、紙おむつ、尿とり
　　　　　　　　　パット52枚

（物品）
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費用の記載がないものは無料です。

ふれあいサロン「かざぐるま」

　町民の皆さんが気軽に集まれる地域
のお茶の間・ふれあいサロン「かざぐ
るま」に来てみませんか。
日時　 4 月 4 日㈮ 10 時～ 11 時 30 分
会場　中央公民館講堂
※申込不要、途中入退場自由
問い合わせ　町社会福祉協議会☎（ 4 9
 6 ）6 6 3 5

　社会福祉施設などへ就職を希望する
方を対象に、相談会を開催します。
日時　 4 月 19 日㈯ 11 時～ 15 時
会場　柏の葉カンファレンスセンター
ルーム 5・6
※申込、履歴書およびス
ーツ不要
問い合わせ　千葉県福祉
人材センター☎（ 3 0 6 ）1 2 7 7

日時　 5 月 15 日㈭～ 12 月 25 日㈭
（全 27 回）14 時～ 16 時
会場　富里中央公民館
対象　八街市、富里市、酒々井町のい
ずれかに在住または在勤していて、手
話を学びたい方、将来手話通訳者を目
指す方
定員　20 人（要申込、先着順）
参加費　①テキスト 5 , 3 9 0 円②手話
動画視聴システム 1 , 7 6 0 円③日本聴
力障害新聞年間購読料 4 , 3 0 0 円（別
途振込手数料有り）
※②および③は任意です。
申込期限　 4 月 21 日㈪
申込・問い合わせ　千葉聴覚障害者セ
ンターコミュニケーション課養成係☎

（ 3 0 8 ）6 3 7 3 、 （ 3 0 8 ）6 4 0 0 、
jukosei@chibadeaf.or.jp

催し・講座

令和７年度第１回
「福祉のしごと就職相談会（前期）」

令和７年度３市町広域（八街市・富里市・酒々井町）
手話奉仕員養成講座（前期）

酒々井町剣道教室部員募集
　小学生を主体に基本稽古を行ってお
り、団体として大会などには年 6 回参
加しています。現在、13 人の生徒が
元気に活動しています。
　随時、体験・見学を行っていますの
でお問い合わせください。
活動日時　毎週土・日曜日 9 時～ 10 時
30 分
活動場所　大室台小学校
体育館
問い合わせ　比連崎☎ 0
  8 0（ 5 0 3 2 ）0 1 0 8 shisui.kendou
@gmail.com

　「明るく・楽しく・真剣に」をモットー
に、子どもたちが元気に活動していま
す。初心者の方大歓迎です。
　随時、体験を行っていますのでお問
い合わせください。
活動日　毎週土・日曜日および祝日
活動場所　酒々井小学校グラウンド
対象　保育園、幼稚園～小学生の男女
会費　月額 1 , 0 0 0 円
※試合用のユニフォームは貸与します。
問い合わせ　藤高☎ 0 9 0（ 2 6 5 5 ）9
 3 8 1

　 野球を通して、「あいさつ・思いや
り・感謝の心」を学びながら、元気に
楽しく活動しています。
活動日　毎週土・日曜日および祝日
活動場所　中央台公共用地
対象　幼稚園～小学生の男女
会費　年会費（保険代含む）小学 3 年
生以上 1 2 , 0 0 0 円、小学 1・2 年生
  5 , 0 0 0 円、幼稚園児 2 , 0 0 0 円
※試合用ユニフォームは貸与します。
問い合わせ　松本☎ 0 9 0（ 9 8 1 1 ）6
  2 0 2

少年野球
酒々井ジャガーズ部員募集

少年野球
酒々井ビッグアローズ部員募集

活動日時　毎週土・日曜日 9 時～ 12 時
活動場所　大室台小学校グラウンド
対象　小学生の男女
会費　入会金 1 , 0 0 0 円、月会費 1 ～  3
年生 1 , 0 0 0 円、4 ～ 6 年生 1 , 5 0 0 円
※保険代は別途年間 8 0 0 円
申込方法　活動場所で直接申し込み
体験入部
日時　 4 月 26 日㈯、27 日㈰ 10 時～
12 時（雨天中止）
会場　大室台小学校グラウンド
※飲み物をご持参のうえ、動きやすい
服装、運動靴、帽子を着用してお越し
ください。
問い合わせ　相京☎ 0 9 0（ 2 7 4 2 ） 1
 6 3 5 、鈴木☎ 0 9 0（ 2 3 2 2 ）1 1 9 2

　陸上競技を通して、健康・体力づく
りや子どもたちと地域の方々との交流
を目的としたアスリートクラブです。
活動日　週 1 回、土曜日または日曜日
活動場所　主に酒々井中学校グラウン
ド、酒々井総合公園
対象　町および近隣市町在住の小学 4
年生以上、市民ランナーの方（小学 3
年生以下要相談）
会費　年会費 3 , 0 0 0 円
問い合わせ　眞々田☎（4
 9 6 ）9 1 6 0

雇用期間　5 月 1 日～令和 8 年 3 月 31
日（更新有り）
勤務日時　月～土曜日（ 週 5日間）10
時 30 分～ 19 時 15 分（休憩 1 時間）
勤務地　大室台小学校内児童クラブ室
対象　放課後児童支援員認定資格また
は教員免許などをお持ちの方
給与　基本給 2 1 6 , 8 0 0 円～（通勤手
当、賞与など有り）
定員　 1 人
応募方法　履歴書を直接または郵送で
提出
応募期限　 4 月 11 日㈮（必着）
応募・問い合わせ　町社会福祉協議会
☎（ 4 9 6 ）6 6 3 5

少年サッカー
酒々井ＦＣ部員募集

酒々井アスリートクラブ
入会者募集

募　集

大室台小学校（放課後児童クラブ）
嘱託職員募集



4月のプリミエール酒々井

図書館

【税務住民課】住民票・戸籍・印鑑証明などの交付、印鑑登録、マイナン
バーカードの交付・更新、戸籍届書の受付、納税・所得・固定資産等各
種証明書の交付、納税相談、収納（町税・国民健康保険税）
※転入・転出のお手続きおよび戸籍の広域交付はできません。

休日窓口開庁日

文芸コーナー

玉手箱何が出るかな四月馬鹿　　　　近藤　松弘
高空にぶらんこ止まる刹那かな　　　榎　　利美
春の雨ほのかな香り運び来る　　　　荒　　裕子
鐘の音の響く古刹よ春近し　　　　　梅澤　波葉
人の声やさしくなりぬ猫柳　　　　　鈴木　遊琴
春めきて針魚を気取る淑女あり　　　樺山　資亮
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （投句順）

孫よりのメールは絵文字のスタンプのみ嬉しくあれど言葉ほしけり　　近藤　教子
紅梅の蕾ふくらみいつしかに風のやわらぐ生日の朝　　　　　　　　　竹下　康子
春めきて土よりのぞくふきのとう逝きて久しき父に供へる　　　　　　山内　千枝
黙黙と蕎麦打つ夫の指先の動き細やかに大晦日の朝　　　　　　　　　坂田　珠愛

つま

こさつ

町スポーツ特別表彰表彰式
　２月21日、パリ2024オリンピック体操
男子団体に出場し、見事金メダルを獲得し
た町在住の萱和磨さん、谷川航さんの功績
をたたえ、町からスポーツ特別表彰を贈呈
しました。
　お二人は、４年前の東京オリンピックで
銀メダルを獲得した時にもスポーツ特別表
彰を受賞されており、今回で２度目の受賞
となりました。
問い合わせ　総務課政策秘書室☎○内２０４

（後列左から）副町長・議長・副議長・教育長
（前列左から）萱さん・町長・谷川さん

表彰状授与

谷川　航さん

萱　和磨さん

感謝の言葉を…

感謝の言葉を…

かや かずま たにがわ わたる

さより
休館日
文化ホール　 　  7、14、21、28、30日　
図書館　　    ７、14、17、21、28、30日　

問い合わせ
プリミエール酒々井　☎（４９６）８６８１
図書館　　　　　　　☎（４９６）８６８２

おはなし会　　　　　　 13、27日㈰１５時
赤ちゃん向けおはなし会　10日㈭10時30分

４月27日㈰８時30分～12時
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プリミエール酒々井
ホームページ

酒々井風景画

今月の納期
納付期限　４月30日㈬まで

納付には
便利な
口座振替を

※納付期限内の納付にご協力ください。

固 定 資 産 税 第１期


